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鉄道の運賃



鉄道の運賃、料金体系と手続き一覧

運賃
普通旅客運賃

定期旅客運賃

加算運賃

特別急行料金（新幹線鉄道に係るもの）

貸切旅客運賃

特殊割引運賃（身体障害者割引等）

乗継運賃

回数乗車券

プリペイドカード

各種割引企画乗車券等

途中下車又は通用期間

料金

特別急行料金（新幹線鉄道に係るものを除く）

急行料金

座席指定料金

特別車両料金

寝台料金

途中下車又は通用期間

入場料金

払戻し手数料

手回り品料金 等

●運賃・料金の上限の設定・変更は認可
（鉄道事業法第16条第１項）

●上限の範囲内での設定・変更は届出
（鉄道事業法第16条第３項）

無規制

設定・変更に当たらないもの（報告）

届出（鉄道事業法第16条第４項）

設定・変更に当たらないもの（報告）

●上限の範囲内での設定・変更は届出
（鉄道事業法第16条第３項）

枠内は地方運輸局長権限

枠内は大臣権限（ただし、年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は
収入予想額30億円未満の鉄道事業者の運賃等は地方運輸局長権限）

※「規制緩和と公共料金制度」くらしのリサーチセンター （２００４）より



鉄道における普通旅客運賃制度

箱根登山ケーブルカー、
十国峠ケーブルカー等の
鋼索鉄道

営業路線を概ね等距離に
区分できる駅を基準として
２以上の区間に分割し、区
間に応じて運賃を算出

区間制

山万ユーカリが丘線、
舞浜リゾートライン等
の新交通システム

大手民鉄、東京地下
鉄、公営地下鉄、中小
民間鉄道事業者

ＪＲ旅客会社、一部の
中小民間鉄道事業者

採 用

事業者

乗車キロに関係なく運
賃を均一

一定の距離を基準とし
て区間を定め、乗車区
間に応じた運賃を算出

キロ当たりの賃率に乗
車区間の営業キロを
乗じて運賃額を計算

特徴

均一制対キロ区間制対キロ制

運
賃

距離
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賃
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運
賃
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メリット 簡明であり、券売機・
精算機・その他の取扱
いの面から合理的。

利用者に対して公平。
計算の煩雑さを解消し、
運賃体系を単純化。乗
車距離帯別に異なる
賃率を設定することで、
遠距離逓減が可能。

簡明であり、券売機・精
算機・その他の取扱いの
面から合理的。

単純でわかりやすく、
出改札での設備の簡
素化、省力化が図れる。

ゾーン制

都市内をいくつかの
ゾーンに分類し、乗車
してから下車するまで
に通過するゾーンの数
で運賃を決定

均一制の不公平感を
解消し、制度の単純
化が図れる。

ロンドン市地下鉄、フ
ライブルク（ドイツ）都
市内交通

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

※「規制緩和と公共料金制度」くらしのリサーチセンター（2004）、内閣府 公共料金の窓ＨＰ、（社）日本民営鉄道協会ＨＰ より



旅客鉄道事業（ＪＲ）における同一発着同一料金の例

東京付近の特定区間を通過する場合の特例

図の赤実線区間上の入口の駅から出口の駅までは、後戻りしたり再度同じ駅を通らない限り、普通
運賃・料金は、実際に乗車する経路にかかわらず、太線区間内の最短経路の営業キロで計算
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乗車経路に関わらず、乗車経路に関わらず、

最短経路にて運賃を計算最短経路にて運賃を計算
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図：東京付近の特定区間（赤実線）
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※ＪＲおでかけネットＨＰより、道路局作成


